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愛知県総務部総務課 

地方機関の見直しに係る素案に関する県民の皆様からのご意見募集の結果 

  ※県民意見提出制度（パブリック・コメント制度）に基づくもの。 

〔意見募集期間〕 平成１９年８月６日（月）～平成１９年９月５日（水）   

〔意見提出方法〕 所定の様式に、お住まいの市町村名、性別、年齢、職業を

記入の上、郵便、ファクシミリ又はＥメールにより提出。 
 
■ 募集結果 

 ８８人・１１５件 

 （内訳） 

   〈性別〉            〈提出手段別〉 

男性 女性 計 郵便 FAX E メール 計 

６０ ２８ ８８ ７０ ６ １２ ８８ 

    〈年代別〉 

20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 不明 計 

３ １４ ２９ １７ １５ ９ １ ８８ 

    〈地域別〉 

尾張 海部 知多 西三河 豊田加茂 新城設楽 東三河 不明 計 

３３ ６ ４ １０ ６ ２０ ８ １ ８８ 

    〈職業別〉 

会社員 公務員・(含教員) 自営業 主婦 無職 その他 不明 計 

２１ ２０ ６ １３ １４ １０ ４ ８８ 

 

（主な意見） 

区  分 主な意見 

見直し全体関係 

〔３０件〕 

○ 見直しの素案は大変時代に合ったものであり賛成。 

※ 他に同趣旨の意見７件 

○ 行政のスリム化は必要なことだと思うが、県民が不便な

思いをしないようにしてもらいたい。  

※ 他に同趣旨の意見４件 

教育関係 

〔２２件〕 

○ 新城設楽地域については、現状どおり新城設楽教育事務

所及び同支所を存置、または同等の機能を維持していただ

きたい。  

※ 他に同趣旨の意見１８件 
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区  分 主な意見 

保健･福祉関係 

〔１６件〕 

○ 保健・福祉分野の強化は是非進めてもらいたい。 

※ 他に同趣旨の意見４件 

○ こころの問題は、労働問題や教育問題でもあることから、

縦割り行政ではなく、横のつながりを重視して問題に当た

って欲しい。 

※ 他に同趣旨の意見１件 

県民事務所関係 

〔１３件〕 

○ 県事務所が県民事務所等となることにより数が減るが、

住民の不便にならないようにして欲しい。 

※ 他に同趣旨の意見３件 

○ 県事務所を県民事務所とすることの意義よくわからな

い。 

※ 他に同趣旨の意見１件 

山間地域振興関

係 

〔８件〕 

○ 山間地域の振興強化に期待したい。 

※ 他に同趣旨の意見２件 

○ 山間部は過疎化・高齢化等不安材料が多いので、地域格

差をなくせるような行政を望む。 

※ 他に同趣旨の意見２件 

防災関係 

〔７件〕 

○ 大地震が来る可能性が高いので、災害が少なくて済むよ

うに対応を考えて欲しい。 

※ 他に同趣旨の意見１件 

 

 

 


